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京都市地球温暖化対策条例の点検・見直し等 

及び地球温暖化対策評価研究会の設置について 

 

１ 平成 26年度の地球温暖化対策推進委員会の審議事項等 

(1) 「京都市地球温暖化対策条例」の点検・見直しについて 

  

 

 

 

ア 既存規定  

(ｱ) 2020年度の削減目標（1990年度比▲25%） 

     目標達成に向けた実現可能性やシナリオの分析  

  (ｲ)  事業者排出量削減計画書制度 

第 1計画期間（H23-25年度）の実績を分析し，第 3計画期間（H29-31年度）に

向けて制度見直しを検討 

(ｳ) 特定建築物（2000㎡以上の新築等）制度 

○ 削減計画書の提出 

（断熱や再エネ設備の有無の措置内容・CASBEE京都評価結果） 

      ○ CASBEE京都の評価・表示・表示の届出 

      ○ 地域産木材利用及び届出 

      ○ 再エネ設備設置及び届出 

   (ｴ) 特定緑化建築物（1000㎡以上の新築等）制度 

 

イ 新規規定 

(ｱ) 民生（家庭・業務）部門における施策検討 

(ｲ) 気候変動適応策の導入検討 

 

（2） 「京都市地球温暖化対策計画」の進行管理 

  ア 指標による進行管理 

    進捗指標，削減効果指標，低炭素化指標の分析・評価，新指標の企画 

 イ 事業者排出量削減計画書制度 

    第 1計画期間のとりまとめ及び優良事業者表彰，第 2計画期間の開始 

  ウ  民生部門対策 

    家庭，地域コミュニティにおけるライフスタイルの転換に関する進行状況などの調

査，分析，及び「見える化」 

  

 (3) 気候変動適応策に係る基礎調査 

ア 海外や国内における国レベル及び地方都市レベル等の気候変動適応策に関する情

報の収集 

イ 基礎自治体における適応計画策定のための情報調査 

第 57 条 本市は，この条例の目的を達成するため，その施行の状況，地球温暖化対
策に係る技術水準の向上及び社会経済情勢の変化を踏まえ，おおむね 5 年ごとに，
その見直しを行うものとする。 
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２ 京都市地球温暖化対策条例の点検・見直し等に向けた体制  

庁内横断的組織有識者会議

京都市環境審議会
会長：内藤正明京都大学名誉教授

京都市環境審議会部会

地球温暖化対策推進委員会
委員長：仁連孝昭滋賀県立大学理事・副学長

低炭素社会の実現に向けた中長期的な目標及び課題
解決に向けた取組の提案等を行うこと並びに施策の評
価及び見直しを行う。

審議内容を報告

審議に供する基礎資料作成

有識者や環境NPOなどの知見により，京都市の持つ
様々な統計やデータを分析・整理し，地球温暖化対策
推進員会における審議の基礎資料等を作成する。

地球温暖化対策推進委員会WG

地球温暖化対策評価研究会

地球環境・エネルギー政策推進本部
本部長：市長

条例計画について庁内横断的に点検し，見直し案を
企画検討する。

・ 特定建築物制度の点検・見直し
・ 特定緑化建築物制度の点検・見直し
・ 建築物対策など民生部門における施策
・ 「京都市地球温暖化対策計画」の進行管理

・ 2020年度の削減目標の精査
・ 事業者排出量削減計画書制度の点検・見直し
・ 民生部門における施策
・ 「京都市地球温暖化対策計画」の進行管理

適応策の導入に向けた基礎調査
地球温暖化対策室で基礎調査を実施する。

 

３ 地球温暖化対策評価研究会の設置（参考資料 参照） 

 

 

 

 

 

４ 平成２６年度の審議予定 

7月 ○平成 25年度地球温暖化対策計画の進捗評価 

○地球温暖化対策評価研究会の設置 

8月 ～ 9月 ○地球温暖化対策の課題抽出 

○平成 26年度版年次報告書 

10月 ～ ○地球温暖化対策の論点整理 

○第 1計画期間の優良事業者表彰 

○地球温暖化対策の点検・見直しの方針検討 

○家庭対策行動調査結果 

 


